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災害対策基本法改正に伴う避難情報の変更について 

 

 

 災害対策基本法の改正により、「避難勧告」が廃止され、直ちに避難を求める「避難

指示」に一本化されるなど、下記のとおり避難情報を変更しました。 

 

 

記 

 

１ 新たな警戒レベルと避難情報 

 ・ 警戒レベル５「緊急安全確保」 

・ 警戒レベル４「避難指示」 

・ 警戒レベル３「高齢者等避難」 

 

２ 施行日（運用開始日） 

  令和３年５月２０日 

 

 

＜問い合わせ先＞ 
 危機管理室危機管理課 担当課⻑：澤田 係⻑：松永 TEL：５８２−２１１０ 


